
資料１

「北海道受動喫煙の防止に関する条例(仮称)」の基本的な考え方(案)の概要

１ 目 的

受動喫煙防止対策の推進に関する理念を定め、道、道民等、事業者及び関係団体の責務を明らかにす

るとともに、受動喫煙防止対策を総合的に推進し、道民の健康を維持

２ 理 念

・ たばこの煙が及ぼす健康への影響を認識し、全ての方に受動喫煙を生じさせないことを目指し推進

・ 受動喫煙により健康を損なうおそれが高い20歳未満の者及び妊婦に特に配慮

３ 責 務

区 分 内 容

道
・ 受動喫煙防止対策を総合的に推進する

・ 国、市町村、事業者及び関係団体と緊密な連携を図る

・ 受動喫煙の正しい知識を持ち、他人に受動喫煙を生じさせないよう努める

道 民 等
・ 20歳未満の者等がいる場所において喫煙をしないよう努める

・ 監護する20歳未満の者に対し、受動喫煙を生じさせないよう努める

・ 道及び市町村が実施する受動喫煙防止対策に協力する

・ 受動喫煙を未然に防止するための環境整備に努める

事 業 者 ・ 従業員等に受動喫煙を生じさせないよう努める

・ 道及び市町村が実施する受動喫煙防止対策に協力する

関 係 団 体
・ 受動喫煙を未然に防止するための取組を推進する

・ 道及び市町村が実施する受動喫煙防止対策に協力する

４ 基本的施策等

【道の基本的施策】

・ 道民等に対し、受動喫煙防止対策に関する知識の普及啓発

・ 道民等に対し、受動喫煙防止対策に関する学習の機会を確保

・ 事業者等の受動喫煙防止対策を促進

・ 事業者等の受動喫煙防止対策に関する調査

・ 市町村が実施する受動喫煙防止対策に対して情報提供等

・ 市町村等と連携して受動喫煙防止対策を推進するための体制を整備

【学校等の敷地内完全禁煙】

第一種施設のうち、保育所、幼稚園、小学校、中学校、高校等（20歳未満の者が主として利用するも

のに限る。）の施設管理権原者は、特定屋外喫煙場所を定めないよう努める

【20歳未満の方や妊婦への対応】

・ 施設の管理権原者は、20歳未満の者等が多く利用する公園等の屋外に喫煙場所を定めようとする場合

は、受動喫煙を防止するための措置を講ずるよう努める

・ 道民等は、20歳未満の者等がいる場所において喫煙をしないよう努める

【喫煙禁止場所以外の場所における受動喫煙防止対策】

・ 第二種施設の管理権原者は、第二種施設の屋外に吸い殻入れ等を設置しようとする場合は、利用者の

通行量等に配慮するよう努める

・ 施設の管理権原者は、20歳未満の者等が多く利用する公園等の屋外に喫煙場所を定めようとする場合

は、受動喫煙を防止するための措置を講ずるよう努める

【従業員等に対する受動喫煙防止対策】

・ 事業者は、受動喫煙を未然に防止するための環境整備に努める

・ 事業者は、従業員等に受動喫煙を生じさせないよう努める

・ 関係団体は、受動喫煙を未然に防止するための取組を推進する

・ 事業者及び関係団体は、道及び市町村が実施する受動喫煙防止対策に協力する

５ 今後の予定

令和２年第１回定例会提案予定


